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■
期　

間

　

平
成
21
年
４
月
か
ら
平
成
26
年

　

３
月
ま
で

■
対
象
者

〇
町
内
に
居
住
さ
れ
て
い
る
方

〇
町
外
か
ら
定
住
を
目
的
に
転
入

　

さ
れ
る
方

〇
助
成
対
象
住
宅
に
引
続
き
５
年

　

以
上
居
住
す
る
こ
と
を
確
約
す

　

る
方

■
対
象
と
な
る
住
宅

〇
町
内
の
建
設
業
者
に
よ
り
、
個

　

人
の
住
宅
を
町
内
に
新
築
、
増

　

築
、
改
築
、
改
修
す
る
住
宅

〇
既
存
住
宅
の
改
修
に
つ
い
て
は
、

　

改
修
費
用
が
50
万
円
以
上
の
も

　

の
（
消
費
税
を
除
く
）

※
住
宅
改
修
に
つ
い
て
は
、
次
の

　

工
事
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

◇
主
要
構
造
部
の
耐
久
性
及
び
安

　

全
性
を
向
上
さ
せ
る
工
事

　

基
礎
・
土
台
・
梁
・
柱
等
の
改
修
、

　

筋
か
い
・
火
打
ち
等
に
よ
る
構

　

造
補
強
、
外
壁
・
屋
根
の
改
修

　

又
は
塗
装

◇
住
宅
の
性
能
の
向
上
さ
せ
る
工

　

事

　

間
取
り
の
変
更
、
段
差
解
消
、

　

断
熱
改
修
な
ど

※
対
象
に
な
ら
な
い
改
修
工
事

◇
内
装
仕
上
げ
材（
床
材
、壁
紙
等
）

　

の
み
を
取
り
替
え
る
工
事

◇
住
宅
改
修
を
伴
わ
な
い
設
備
機

　

器
（
給
湯
器
、
暖
房
機
、
洗
面

　

台
等
）
の
設
置
や
取
替

■
助
成
の
内
容

〇
新
築
、増
築
、改
築
に
つ
い
て
は
、

　

１
㎡
当
り　

１
５
、０
０
０
円

　

※
限
度
額
２
０
０
万
円

■参考（助成額の算出）

〇新築、増築、改築住宅の場合

① 110.16 ㎡の場合　110.16 ㎡× 15,000 円＝ 1,652,400 円

　補助額は、1,652,000 円

② 145.8 ㎡の場合　165.62 ㎡× 15,000 円＝ 2,484,300 円

　補助額は、限度額の 200 万円

〇現在住んでいる住宅を改修した場合

①改修費が 1,584,000 円　（税抜き）では、

　1/10 の 158,000 円

②改修費が 12,000 万円（税抜き）では、

　限度額の 100 万円

〇現在住んでいる住宅を 100 ㎡増築し、既存部分を 300　

　万円で改修しました。

　増築　100㎡× 15,000 円＝ 1,500,000 円

　改修　3,000,000 円× 1/10 ＝ 300,000 円

　補助額は、180 万円

■改修工事Ｑ＆Ａ

Ｑ断熱工事と一緒にボイラーを取替えました。全て補助対

　象になりますか。

Ａ断熱工事は補助対象ですが、ボイラーの取替えは補助対

　象外です。

Ｑソーラーパネルを設置し、住宅もオール電化にしました。

Ａ住宅のオール電化に伴う電気工事や設備は補助対象です

　が、ソーラーパネルの設置費は補助対象外です。

Ｑトイレを水洗にする工事をしました。

Ａ住宅内部の改修費は補助対象ですが、公共枡への接続工

　事は対象外です。下水道供用地区以外は、合併処理浄化

　槽推進事業により補助金が交付されます。

　

長
寿
医
療
制
度
に
加
入
す
る

前
、
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
方
は
、
加
入
し
て
か
ら

　

町
で
は
、
持
ち
家
住
宅
の
促
進

と
町
内
建
設
産
業
の
振
興
、
雇
用

の
安
定
を
図
る
た
め
、
町
内
の
建

設
業
者
に
よ
り
、
個
人
住
宅
の
新

築
、
増
改
築
、
改
修
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

　

住
宅
の
新
築
等
を
検
討
さ
れ
て

い
る
方
は
、
ま
ず
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

佐
呂
間
町
住
宅
建
設
促
進

事
業

経
済
課 

商
工
観
光
係

℡
２
・
１
２
０
０

住
宅
の
建
築
費
、
改
修

費
の
一
部
助
成

・
改
修
住
宅
は
、
改
修
費
の
10
分

　

の
１　

※
限
度
額
１
０
０
万
円

〇
増
改
築
を
伴
う
改
修
工
事

　

※
限
度
額
２
０
０
万
円

■
交
付
の
条
件
等

〇
同
一
住
宅
及
び
同
一
人
に
つ
い

　

て
１
回
限
り

〇
移
転
補
償
等
に
よ
る
新
築
、
改

　

修
で
な
い
こ
と

〇
対
象
者
と
同
居
す
る
全
て
の
者

　

が
、
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な

　

い
こ
と

〇
工
事
着
手
前
の
住
宅

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
方
は
保
険
料
が
軽

減
さ
れ
ま
す

２
年
間
、
保
険
料
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。

　

平
成
21
年
度
は
、
均
等
割
が

９
割
、
所
得
割
が
全
額
軽
減
さ

れ
ま
す
。

１
年
間
の
保
険
料
４
、３
０
０
円

年間保険料の計算方法（平成 21年度）

■ 1年間の保険料について

月の途中で加入した場合は、加入月からの月割になります。

※ 1）所得とは、前年の収入から必要経費（公的年金等控除額や給

　与所得控除額など。）を差し引いた額であり、社会保険料控除、医

　療費控除、配偶者控除などの「所得控除」を適用する前の額です。

　なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。

均等割

【1人当たりの額】

43,143 円

所得割

【所得※1 に応じた額】

（平成 20 年の所得― 33 万円）× 9.63％

21 年度の保険料

（限度額 50 万円）

例えば、8月 15日に加入した場合・・・

1年間の保険料÷ 12か月× 8か月（8月～翌年 3月）

＝ 21 年度の保険料

①均等割の軽減

所得の低い方は、均等割 43,143 円が次の例のように軽減されます。

例）年金収入のみの場合

②所得割の軽減

前年の所得から 33万円を引いた額が 58万円以下の方は、所得割が 5割軽減

されます。

（公的年金等控除）（年金収入） （基礎控除）

所得の低い方は保険料が軽減されます

例）年金収入 180 万円の場合

軽減判定  ⇒  180 万円  ―  120 万円  ―  33 万円  ＝  27 万円

所 得 割  ⇒  27 万円  ×  9.63％  ×  5 割  ＝  13,000 円

 軽減に該当

　平成 21 年度の保険料は、平

成 20 年の所得を基に計算しま

す。ただし、４月分、６月分お

よび８月分の年金から差し引く

保険料は、暫定的に平成 19 年

の所得を基に計算しています。

　正式な保険料は、支払方法と

ともに、６月に個別にお知らせ

します。

平成 21 年度の保険料
計算の方法と軽減の仕組み

長寿医療制度（後期高齢
者医療制度）のお知らせ

お問い合わせ

北海道後期高齢者医療広域連合

℡０１１・２９０・５６０１

役場 保健福祉課 医療保険係

℡２・１２１２

※ 2）一方の所得が 0円（年金収入 120 万円以下）の場合。
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　佐呂間町では「子育て応援対策」の一環として、妊

娠中の女性が健康で安心して出産できるよう、平成

21 年 4月 1日以降に妊娠届けをした方、又は既に妊

婦であり、受診券を交付済みの方に 4月 1日以降の妊

婦健診受診から妊婦健康診査費用及び超音波検査の助

成内容を拡大いたします。

■基準日　平成 21年 4月 1日以降の妊婦健診受診から

■対象者　佐呂間町に住民登録のある妊婦

■助成回数

　必要に応じ妊婦 1人につき妊婦一般健康診査 14 回

　分及び超音波検査 11回分を限度として受診券を交付

■助成内容

　母子手帳交付時に妊婦健康診査受診票 14枚及び超

　音波検査受診票 11 枚を発行。また、既に受診券を

　交付済みの妊婦の方には、4月 1日を基準として妊

　娠週数に合わせた各受診券を追加交付いたします。

第 1回

第 2回

第 3回

第 4回

第 5回

第 6回

第 7回

第 8回

第 9回

第 10 回

第 11 回

第 12 回

第 13 回

第 14 回

（妊娠 8週前後）

（妊娠 12 週前後）

（妊娠 16 週前後）

（妊娠 20 週前後）

（妊娠 24 週前後）

（妊娠 26 週前後）

（妊娠 28 週前後）

（妊娠 30 週前後）

（妊娠 32 週前後）

（妊娠 34 週前後）

（妊娠 36 週前後）

（妊娠 37 週前後）

（妊娠 38 週前後）

（妊娠 39 週前後）

15,000 円

17,600 円

970 円

6,270 円

7,850 円

6,270 円

970 円

9,400 円

970 円

11,370 円

7,850 円

8,270 円

8,270 円

8,270 円

（超音波込）

（超音波込）

※

（超音波込）

（超音波込）

（超音波込）

※

（超音波込）

※

（超音波込）

（超音波込）

（超音波込）

（超音波込）

（超音波込）

合　計　　109,330 円
※印の回は超音波検査助成なし

超音波検査単価：1回　5,300 円

注）各週数の健診時に上記金額が助成されますので

　健診受診病院に提出してください。差額は自己負

　担となります。

保健福祉課 保健推進係　℡２・１２１２
平
成
21
年
４
月
か
ら
の

介
護
保
険
料
が
決
ま
り

ま
し
た

保
険
料
は
、
こ
れ
ま
で
の
基

準
月
額
保
険
料
３
、６
０
０
円

よ
り
増
額
と
な
る
見
込
み
で

し
た
が
、
介
護
従
事
者
の
処

遇
改
善
に
伴
う
国
か
ら
の
交

付
金
（
※
）
と
町
が
保
有
し

て
い
る
介
護
給
付
費
準
備
基

金
を
取
り
崩
す
こ
と
に
よ
り
、

基
準
月
額
保
険
料
（
第
４
段

階
）
は
、
月
額
３
、６
０
０
円

に
据
え
置
く
こ
と
と
し
ま
し

た
。

※
介
護
従
事
者
の
処
遇
を
改

　

善
す
る
た
め
に
介
護
報
酬

　

が
改
定
（
プ
ラ
ス
３
％
）　

　

さ
れ
、
こ
れ
に
伴
う
保
険

　

料
の
急
激
な
上
昇
を
抑
制

　

す
る
た
め
に
国
か
ら
交
付

　

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
は
、
40
歳
以
上

の
方
に
納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料

な
ど
を
財
源
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
な
が
ら
住
み
慣
れ
た
地

域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、

介
護
が
必
要
な
高
齢
者
と
そ
の
家

族
を
み
ん
な
で
支
え
て
い
く
制
度

で
す
。

　

介
護
保
険
は
、
こ
れ
ま
で
の
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
績
を
ふ
ま

え
、
こ
れ
か
ら
も
安
心
し
て
介
護

を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
費
用
を

見
込
み
、
65
歳
以
上
の
方
（
第
１

号
被
保
険
者
）
の
保
険
料
を
３
年

に
１
度
見
直
す
こ
と
と
さ
れ
て
お

り
、
３
月
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
町

議
会
定
例
会
に
お
い
て
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

　

平
成
21
年
４
月
か
ら
３
年
間
の

保
険
料
の
基
準
額
は
月
額

３
、６
０
０
円
に
据
置
き

（
基
準
額
＝
第
４
段
階
）

第
４
段
階
（
基
準
額
）

に
特
例
措
置
を
設
定

　

第
４
段
階
に
お
け
る
収
入
等
が

次
の
条
件
を
満
た
す
者
に
対
し
て

保
険
料
の
負
担
を
軽
減
し
ま
す
。

〇
町
民
税
課
税
世
帯
で
本
人
非
課

　

税
者

〇
公
的
年
金
等
収
入
金
額
と
合
計

　

所
得
金
額
の
合
計
が
年
80
万
円

　

以
下
の
者

保
険
料
段
階
を
第
６

段
階
か
ら
第
７
段
階

へ
見
直
し

　

税
制
改
正
の
影
響
に
よ
り
保
険

料
が
上
昇
す
る
者
に
対
し
て
講
じ

ら
れ
て
き
た
激
変
緩
和
措
置
が
、

平
成
20
年
度
で
終
了
す
る
こ
と
に

よ
り
保
険
料
額
が
増
額
す
る
者
の

※「合計所得金額」とは、実際の収入金額ではなく、収入金額から必要経費等に相当する
　金額を控除した金額のことをいいます。

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
保
険
料

段
階
を
第
６
段
階
か
ら
第
７
段
階

へ
と
細
分
化
し
き
め
細
や
か
な
段

階
の
設
定
を
行
い
ま
し
た
。

　

保
険
料
は
、
前
年
の
課
税
状
況

や
所
得
な
ど
に
応
じ
て
次
の
７
段

階
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保

険
料
は
、
７
月
中
に
通
知
い
た
し

ま
す
。

第１号被保険者の所得段階別保険料

保
健
福
祉
課 

介
護
保
険
係

℡
２
・
１
２
１
２

65
歳
以
上
（
第
１
号
被
保

険
者
）
の
保
険
料

　

町
で
は
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
が

介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
陥
っ

た
り
、
さ
ら
に
状
態
が
悪
化
し
な

い
よ
う
防
止
し
、
で
き
る
限
り
自

立
し
た
生
活
を
続
け
ら
れ
る
た
め

の
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
「
生
活
支

援
・
介
護
予
防
事
業
」
を
行
っ
て

保
健
福
祉
課 

福
祉
係

℡
２
・
１
２
１
２

「
生
活
管
理
指
導
員
派

遣
事
業
」
の
利
用
者
負

担
額
一
部
見
直
し

い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
に
つ
い
て
は
多
く
の

メ
ニ
ュ
ー
が
あ
り
、
一
部
の
サ
ー

ビ
ス
で
は
利
用
者
負
担
と
し
て
利

用
料
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、

平
成
21
年
４
月
か
ら
の
介
護
保
険

法
の
一
部
改
正
に
伴
い
「
生
活
管

理
指
導
員
派
遣
事
業
」
の
利
用
者

負
担
額
を
一
部
見
直
し
ま
し
た
。

■
生
活
管
理
指
導
員
派
遣
事
業　

　

利
用
時
間

　

30
分
以
上
１
時
間
未
満　
　
　

　

旧　

２
４
０
円

　

新　

２
６
０
円

　

４
月
１
日
よ
り
、
町
総
合
体
育

館
の
業
務
委
託
者
が
変
わ
り
ま
し

た
。
そ
れ
に
伴
い
、
地
方
自
治
法

施
行
令
及
び
佐
呂
間
町
財
務
規
則

の
規
定
に
よ
り
、
総
合
体
育
館
で

取
り
扱
う
使
用
料
の
徴
収
・
収
納

事
務
等
を
委
託
し
ま
し
た
の
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

■
委
託
者
の
住
所
・
氏
名

　

佐
呂
間
町
字
東
１
３
３
番
地
の
４

　

中
村　

敦
子
さ
ん

総
合
体
育
館
の
業
務
委

託
者
が
変
わ
り
ま
し
た

　

４
月
１
日
か
ら
、
町
営
バ
ス
運

行
ダ
イ
ヤ
が
夏
時
間
に
変
わ
っ
て

い
ま
す
。
時
間
が
変
更
に
な
る
の

は
第
５
便
の
み
で
す
。

▼
第
５
便

　

佐
呂
間
発

　

17
時
45
分  

↓  

18
時
20
分

　

浜
佐
呂
間
発

　

18
時
35
分  

↓  

19
時
10
分

町
民
課 

住
民
活
動
係

℡
２
・
１
２
１
３

町
営
バ
ス
の
時
刻
が
夏

ダ
イ
ヤ
に
変
わ
り
ま
す
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町民課 生活環境係　℡２・１２１３

バーベキューハウス
■使用できる時間　午前 10時～午後７時

　（照明設備・電源はありませんのでご注意ください。）

■使用料

　〇 12人用コンロ       １台　６００円

　〇６人用コンロ       １台　３００円

　（12人用９台、６人用２台が使用できます。）

※焼肉用の網やプレートは使用料に含まれますが、炭

　は各自持参ください。

※使用上の注意事項は必ずお守りください。

■申し込み

　使用する３日前までに、町民課生活環境係へ申し込

　みください。

交通公園鉄道記念館
〇鉄道記念館は、午前９時～午後５時までの開館とな

　ります。

〇展示場見学希望の方は、「片平食堂」へ申し込みく

　ださい。

　各公園に公衆トイレを設置しています。皆さんが気

持ち良く使えるようマナーを守って使用ください。　

　

児
童
を
扶
養
す
る
人
に
手
当
を

支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
族
の

生
活
の
安
定
と
児
童
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お

り
、
状
況
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な

手
当
制
度
が
あ
り
ま
す
。

保
健
福
祉
課 

福
祉
係

℡
２
・
１
２
１
２

児
童
に
対
す
る
手
当
制

度
を
ご
存
じ
で
す
か
？

　

認
定
請
求
を
し
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
開
始
さ
れ
、
支
給

事
由
の
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月

分
で
終
わ
り
ま
す
。

　

な
お
、
原
則
と
し
て
手
当
は
、

毎
年
２
月
、
６
月
、
10
月
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

■
支
給
方
法

　

認
定
請
求
を
し
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
開
始
さ
れ
、
支
給

事
由
の
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月

分
で
終
わ
り
ま
す
。

　

な
お
、
原
則
と
し
て
手
当
は
、

毎
年
４
月
、
８
月
、
11
月
に
そ
れ

ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

　
　
　

保
健
福
祉
課 

保
健
推
進
係

℡
２
・
１
２
１
２

　
　
　

町
民
課 

生
活
環
境
係

℡
２
・
１
２
１
３

　
「
平
成
21
年
度
版
佐
呂
間
町
健
康

カ
レ
ン
ダ
ー
」
が
完
成
し
、
自
治

会
加
入
世
帯
に
は
、
１
世
帯
１
部

が
各
衛
生
部
長
（
班
長
又
は
衛
生

班
長
）
か
ら
配
布
さ
れ
ま
す
。

　

新
規
転
入
世
帯
及
び
自
治
会
未

加
入
世
帯
、
未
配
布
の
世
帯
等
が

平
成
21
年
度
版

健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
完
成

あ
り
ま
し
た
ら
、
役
場
保
健
福
祉

課
保
健
推
進
係
又
は
町
民
課
生
活

環
境
係
に
直
接
取
り
に
来
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

な
お
、
１
世
帯
２
部
の
配
布
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

■
カ
レ
ン
ダ
ー
掲
載
内
容

（
Ｈ
21
年
４
月
〜
Ｈ
22
年
３
月
分
）

〇
ご
み
収
集
及
び
し
尿
汲
み
取
り

　

日
程

〇
各
種
検
診
日
程

〇
乳
幼
児
予
防
接
種
及
び
健
康
相

　

談
日
程

　

身
体
障
害
者
が
自
ら
運
転
し（
又

は
重
度
の
身
体
障
害
者
、
重
度
の

知
的
障
害
者
を
乗
せ
て
介
護
者
が

運
転
し
）
有
料
道
路
を
通
行
す
る

場
合
、
通
行
料
の
割
引
サ
ー
ビ
ス

（
50
％
割
引
）
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■
手
続
き
方
法 保

健
福
祉
課 

福
祉
係

℡
２
・
１
２
１
２

有
料
道
路
通
行
料
金
割

引
の
ご
案
内
（
身
体
障

害
者
）

　

あ
ら
か
じ
め
、
手
帳
に
証
明
印

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

必
要
書
類
を
持
参
の
上
、
保
健

福
祉
課
福
祉
係
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

■
必
要
書
類

〇
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手

　

帳
〇
車
検
証

※
登
録
し
た
車
以
外
で
有
料
道
路

　

を
利
用
し
た
場
合
、
割
引
サ
ー

　

ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

　

せ
ん
。

■
支
給
対
象

　

小
学
校
修
了
前
（
12
歳
到
達
後

最
初
の
年
度
末
）
ま
で
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。

■
手
当
額

〇
第
１
子
・
第
２
子

　

５
、０
０
０
円
（
月
額
）

〇
第
３
子
以
降

　

１
０
、０
０
０
円
（
月
額
）

※
３
歳
未
満
の
児
童
に
つ
い
て
は
、

　

第
１
子
、　

第
２
子
に
関
係
な
く

　

１
０
、０
０
０
円
（
月
額
）

■
支
給
方
法

児
童
手
当

■
支
給
対
象

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
満

18
歳
未
満
（
一
定
の
障
害
を
有
す

る
場
合
は
満
20
歳
未
満
）
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
母
、
又
は
養
育

者
（
所
得
制
限
あ
り
）
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

※
遺
族
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い

　

る
方
は
対
象
外

・  
父
が
婚
姻
を
解
消
し
、
父
以
外

　

の
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

・  

父
が
死
亡
し
た

・  

父
に
重
度
の
障
害
が
あ
る

・  

父
の
生
死
が
不
明

・  

父
が
１
年
以
上
拘
束
さ
れ
て
い

　

る
・  

母
の
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま

　

れ
、
父
が
い
な
い

■
手
当
額

○
１
人
目

　

全
額
支
給

児
童
扶
養
手
当

　

４
１
、７
２
０
円
（
月
額
）

　

一
部
支
給

　

４
１
、７
１
０
円
〜
（
月
額
）

　
（
所
得
に
応
じ
て
10
円
き
ざ
み
で

　

支
給
）

○
２
人
目

　

５
、０
０
０
円
加
算

○
３
人
目
以
降

　

１
人
に
つ
き
３
、０
０
０
円
加
算

■
支
給
方
法

　

認
定
請
求
を
し
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
開
始
さ
れ
、
支
給

事
由
の
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月

分
で
終
わ
り
ま
す
。

　

な
お
、
原
則
と
し
て
手
当
は
、

毎
年
４
月
、
８
月
、
12
月
に
そ
れ

ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

■
支
給
対
象

　

満
20
歳
未
満
で
、
精
神
又
は
身

体
に
法
律
に
定
め
る
障
害
の
あ
る

児
童
を
養
育
す
る
父
母
、
又
は
養

育
者
（
所
得
制
限
あ
り
、
児
童
が

施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合
対
象

外
）
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
手
当
額

○
１
級　

５
０
、７
５
０
円（
月
額
）

○
２
級　

３
３
、８
０
０
円（
月
額
）

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

道
で
は
、
良
好
な
景
観
の
形
成

の
た
め
、
景
観
法
第
16
条
の
規
定

に
基
づ
く
届
出
制
度
を
本
年
４
月

１
日
か
ら
施
行
し
て
い
ま
す
。

　

一
定
規
模
の
建
築
物
の
建
築
及

び
工
作
物
の
建
設
並
び
に
開
発
行

為
を
行
う
場
合
は
知
事
へ
の
届
出

が
必
要
と
な
り
、
良
好
な
景
観
を

著
し
く
阻
害
す
る
場
合
は
必
要
な

措
置
に
つ
い
て
勧
告
等
を
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
網
走
土
木
現
業
所

建
設
指
導
課(

ま
ち
づ
く
り)

ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

℡
０
１
５
２
・
41
・
０
６
４
４

景
観
法
に
基
づ
く
届
出

制
に
つ
い
て

　雪解けと同時に、埋まっていたゴミも目立ちはじめ

ています。町と自治会衛生部では、毎年この時期に「春

の衛生週間」を設定し、『クリーンサロマ』を目指し

てきました。

　佐呂間町をきれいな町・住みよい町にするため、道

路や側溝等の清掃に皆さんのご協力をお願いいたしま

す。

春の衛生週間
４月 20日～４月 26日
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地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送

へ
の
対
応
や
ア
ン
テ
ナ
交
換
な

ど
を
口
実
に
し
た
詐
欺
行
為
が

発
生
し
て
い
ま
す
。

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送

へ
の
対
応
で
、
ご
自
分
で
依
頼

さ
れ
た
工
事
以
外
に
お
金
を
請

求
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
身
に
覚
え
の
無
い
工
事

代
金
な
ど
の
請
求
が
届
い
た
場

合
に
は
、
す
ぐ
に
支
払
い
を
せ

ず
に
、
ご
連
絡
・
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

■佐呂間中継局・知来中継局の地上デジタルテレビ放

　送が 3月 16 日に始まりました。

※従来のアナログテレビ放送は、放送が終了する平成

　23 年 7月以降は、視聴できなくなりますので、計

　画的なデジタル放送への準備をお願いします。

■若佐中継局の地上デジタル改修について

　若佐中継局の民放のデジタル改修を平成 21年度に

　実施します。放送開始時期については、随時お知ら

　せします。

※ＮＨＫ（教育・総合）は先行し、3月 16 日に放送

　が開始されました。

○連絡場所：役場企画財政課企画係（℡ 2・1214）
　及び最寄りの警察署
○相談場所：最寄りの電器店及び北海道総合通信局　
　（℡ 011・709・2311 内線 4667）

詐
欺
行
為
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で

次
の
障
害
に
該
当
す
る
方
（
在
宅

者
に
限
る
）
に
、
ハ
イ
ヤ
ー
料
金

助
成
券
（
町
内
区
間
利
用
）
の
交

付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
助
成
対
象

①
下
肢
、
体
幹
障
害
を
含
み
、
他

　

の
障
害
と
合
わ
せ
て
３
級
以
上

　

に
該
当
す
る
方

②
心
臓
、
腎
臓
又
は
呼
吸
器
の
機

　

能
障
害
の
１
級
に
該
当
す
る
方

③
視
覚
障
害
者
の
１
級
又
は
２
級

　

に
該
当
す
る
方

④
下
肢
、
体
幹
障
害
の
１
級
又
は

　

２
級
に
該
当
す
る
方

■
助
成
券
の
内
容

○
前
述
「
助
成
対
象
」
の
①
、
②

　

に
該
当
す
る
方

　

年
間
20
枚
交
付
（
基
本
料
金
割

　

引
券
16
枚
＋
助
成
券
４
枚
）

○
前
述
「
助
成
対
象
」
の
③
、
④ 

　

に
該
当
す
る
方

　

年
間
40
枚
交
付
（
基
本
料
金
割

　

引
券
32
枚
＋
助
成
券
８
枚
）

※
新
規
に
申
請
を
希
望
さ
れ
る
方

　

は
、
保
健
福
祉
課
福
祉
係
ま
で

　

お
問
い
合
わ
せ
願
い
ま
す
。（
印

　

鑑
と
身
体
障
害
者
手
帳
が
必
要

　

に
な
り
ま
す
。）

保
健
福
祉
課 

福
祉
係

℡
２
・
１
２
１
２

　

町
内
に
お
住
ま
い
の
70
歳
以
上

（
満
70
歳
の
誕
生
日
以
降
）
の
方
に

バ
ス
運
賃
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま

す
。
乗
車
券
の
発
行
に
は
、
１
枚

に
つ
き
「
１
０
０
円
」
の
負
担
を

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

■
交
付
枚
数　

年
間
50
枚
ま
で

　
（
医
療
機
関
に
通
院
の
場
合
は
制

　

限
な
し
）

■
利
用
区
間

　

佐
呂
間
町
内
を
乗
降
す
る
区
間

■
利
用
交
通
機
関

　

町
営
バ
ス
、
北
見
バ
ス
、
網
走

　

バ
ス

■
申
請
、
交
付
窓
口

　

役
場
保
健
福
祉
課
福
祉
係
、
若

　

佐
支
所
、
浜
佐
呂
間
出
張
所

■
申
請
時
に
必
要
な
物

　

印
鑑
、
本
人
の
写
真
（2

.3
cm

×

　

3
.0
cm

）
１
枚

高
齢
者
バ
ス
運
賃
・
身

体
障
害
者
ハ
イ
ヤ
ー
料

金
の
助
成
を
行
っ
て
い

ま
す

高
齢
者
バ
ス
運
賃
助
成

身
体
障
害
者
ハ
イ
ヤ
ー
料
金
助
成

　

北
見
社
会
保
険
事
務
所
で
は
、

次
の
日
程
で
毎
月
、
社
会
保
険
事

務
相
談
所
を
開
設
し
、
皆
さ
ん
の

年
金
相
談
や
手
続
き
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

相
談
の
際
は
、
年
金
手
帳
、
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
、
年
金
証
書
、

振
込
通
知
書
、
印
鑑
等
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。
な
お
、
本
人
の
委
任

状
が
あ
れ
ば
家
族
の
方
で
も
構
い

ま
せ
ん
。（
委
任
状
の
様
式
は
定
め

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
）

■
場　

所

　

遠
軽
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ

　

ー
「
げ
ん
き
21
」

　

遠
軽
町
１
条
通
北
１
丁
目

■
日　

程

■
相
談
受
付
時
間

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

※
詳
し
く
は
北
見
社
会
保
険
事
務

　

所
（
℡
０
１
５
７
・
25
・
９
６

　

３
５
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

　

だ
さ
い
。

社
会
保
険
事
務
相
談
所

の
お
知
ら
せ

４
月
14
日

５
月
12
日

６
月
９
日

７
月
14
日

８
月
11
日

９
月
８
日

10
月
13
日

11
月
10
日

12
月
８
日

　

３
月
19
日
現
在
の
町
営
住
宅
の

空
家
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

入
居
申
込
み
、
家
賃
・
敷
金
、

入
居
資
格
等
に
つ
い
て
は
、
建
設

課
管
理
係
（
℡
２
・
１
２
１
０
）
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
西
富
団
地

　

２
階
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
１
階
）
１
戸

　

１
８
、０
０
０
円
〜　

※

　

２
階
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
１
階
）
１
戸

　

１
７
、１
０
０
円
〜　

※

■
若
佐
団
地

　

１
階
２
Ｄ
Ｋ　

２
戸

　

５
、２
０
０
円
〜　

※

■
若
佐
第
２
団
地

　

２
階
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
１
階
）
１
戸

　

１
５
、７
０
０
円
〜　
　

■
若
里
団
地

　

１
階
３
Ｄ
Ｋ　

１
戸

　

９
、１
０
０
円
〜　

※

■
栄
団
地

　

２
階
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
１
階
）
１
戸

　

１
５
、３
０
０
円
〜　

※

※
印
は
、
60
歳
未
満
で
も
単
身
入
居
が
可

能
な
住
宅
で
す
。

町
営
住
宅
空
家
状
況

　

慣
れ
た
山
で
も
、
山
菜
採
り
に

無
我
夢
中
に
な
る
と
「
隠
れ
た
危

険
」
が
あ
り
ま
す
。
次
の
こ
と
を

心
掛
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

１　

家
族
等
に
行
き
先
と
帰
宅
時

間
を
知
ら
せ
ま
し
ょ
う

　
「
自
分
だ
け
の
秘
密
の
場
所
だ
か

ら
」
で
は
、
万
一
の
場
合
、
捜
索
が

遅
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
行
き
先
、

山
菜
採
り
の
心
得
５
か
条

事
故
を
防
ぐ
た
め
に

帰
宅
時
間
等
を
必
ず
家
族
等
に
知
ら

せ
て
か
ら
出
か
け
ま
し
ょ
う
。

２　

単
独
で
の
入
山
を
避
け
、
２

人
以
上
で
声
を
掛
け
合
い
位
置
を

確
認
す
る

　

万
が
一
迷
っ
た
ら
、
１
人
で
は
救

助
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

２
人
以
上
で
入
り
、
た
え
ず
声
を
掛

け
合
い
お
互
い
の
位
置
を
確
認
し
あ

う
こ
と
が
大
切
で
す
。

３　

服
装
は
目
立
つ
色
に
し
ま
し

ょ
う

　

白
や
黄
色
、
蛍
光
色
の
服
装
が
よ

ヒ
グ
マ
に
注
意

〇
山
に
入
る
前
に
は
、
地
元
の
人
に

　

聞
く
な
ど
、
熊
の
出
没
情
報
に
気

　

を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

〇
「
熊
の
出
没
注
意
」
の
看
板
の
あ

　

る
場
所
に
は
入
ら
な
い
よ
う
に
し

　

ま
し
ょ
う
。

〇
ヒ
グ
マ
に
人
の
存
在
を
知
ら
せ
る

　

た
め
、
鈴
や
ラ
ジ
オ
で
音
を
立
て

　

る
な
ど
の
工
夫
を
し
ま
し
ょ
う
。

〇
ヒ
グ
マ
の
足
跡
や
糞
を
見
た
と
き

　

に
は
、
す
ぐ
引
き
返
し
ま
し
ょ
う
。

く
目
立
ち
、
万
一
の
場
合
に
は
、
救

助
隊
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
か
ら
発
見
さ

れ
や
す
く
な
り
ま
す
。

４　

携
帯
電
話
や
非
常
食
、
熊
よ

け
の
た
め
の
鈴
や
ラ
ジ
オ
等
を
携

行
し
ま
し
ょ
う

　

鈴
や
笛
、
ラ
ジ
オ
等
の
音
の
出
る

も
の
は
、
熊
除
け
や
自
分
の
位
置
を

知
ら
せ
る
の
に
役
立
ち
ま
す
。
ア
メ

玉
や
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト

等
は
非
常
食
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
非
常
の
場
合
の
連
絡
用
と

し
て
、
携
帯
電
話
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

５　

迷
っ
た
と
き
に
は
無
理
を
せ

ず
、
落
ち
着
い
て
行
動
し
ま
し
ょ

う
　

迷
っ
た
と
き
は
、
む
や
み
に
歩
き

回
ら
ず
、
体
力
の
消
耗
を
抑
え
、
落

ち
着
い
て
捜
索
隊
を
待
つ
な
ど
慎
重

な
行
動
が
必
要
で
す
。
万
が
一
の
場

合
、
家
族
等
か
ら
捜
索
願
が
出
さ
れ

て
捜
索
隊
が
救
出
に
向
か
い
ま
す
の

で
、
発
見
さ
れ
や
す
い
視
界
の
開
け

た
場
所
、
野
宿
に
適
し
た
場
所
を
早

め
に
探
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
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サイクリスト募集 ■
募
集
種
目

　

一
般
幹
部
候
補
生
（
陸
、海
、空
）

　

一
般
曹
候
補
生

■
応
募
資
格

〇
一
般
幹
部
候
補
生

　

日
本
国
籍
を
有
し
、
平
成
22
年

　

４
月
１
日
現
在
、
次
に
該
当
す

　

る
者

　

20
歳
以
上
26
歳
未
満
の
者

　
（
22
歳
未
満
の
者
は
大
卒
見
込
み

自
衛
官
募
集
の
お
知
ら

せ

　

含
む
）（
大
学
院
修
士
課
程
修
了

　

者
に
つ
い
て
は
28
歳
未
満
）

〇
一
般
曹
候
補
生

　

18
歳
以
上
27
歳
未
満
（
高
校
生

　

除
く
）

※
高
校
生
に
つ
い
て
は
、
９
月
統

　

一
試
験
に
て
募
集
い
た
し
ま
す
。

■
受
付
期
間

　

平
成
21
年
４
月
１
日
〜
５
月
12
日

■
試
験
日

〇
一
般
幹
部
候
補
生

　

平
成
21
年
５
月
16
日
、
17
日

　
（
17
日
は
飛
行
要
員
の
み
）

〇
一
般
曹
候
補
生

　

平
成
21
年
５
月
23
日

■
俸

給

〇
一
般
幹
部
候
補
生

　

大
卒　
　

２
１
４
、９
０
０
円

　

大
学
院　

２
３
２
、０
０
０
円

〇
一
般
曹
候
補
生

　

初
任
給　

１
５
９
、５
０
０
円

■
期
末
・
勤
勉
手
当
、
休
日
・
休
暇

〇
賞

与

　

年
２
回　

４
．
４
４
か
月
分

〇
休

日

　

完
全
週
休
２
日
制

■コース概要

　オホーツク海沿岸横断コース２１２km（３市７町）

　雄武町→興部町→紋別市→湧別町→上湧別町→佐呂

　間町→北見市→網走市→小清水町→斜里町

■参加資格

　①高校生以上で自己の責任でサイクリングができる

　　方。但し、健康な身体を有する方。

　②父母または高校生以上の兄姉と共に走行できる小

　　学生以上は参加できます。なお、小中学生は父母

　　または父母と同等の全責任を負える方の同意を必

　　要とします。

■参加定員　１，５００名

■参 加 費　１人　１５，０００円

　（10 日と 11 日の 2 泊及び 11 日と 12 日の 5 食分

　の食事代、軽食・飲物代、スポーツ保険を含む）

■申込期間　

　平成 21年５月１日～ 5月 29日の 29日間

　（当日消印有効。但し、定員になり次第締め切ります）

■申込方法

　〇参加申込書（払込取扱票）に必要事項を記入の上、

　　実行委員会事務局宛に送付してください。

　〇参加証は６月中旬に送付いたします。

　〇申込書（開催要領付）は４月初旬までに市町村、

　　サイクリング協会等に送付します。

■お問合せ

　オホーツクサイクリング実行委員会事務局

　〒 090-0029　北見市北９条東２丁目２

　北見市役所北９条分庁舎内

　Tel 0157・24・3290　Fax 0157・24・7233

〇
有
給
休
暇

　

年
24
日
、
そ
の
他
年
末
年
始
、　

　

夏
季
の
長
期
休
暇

■
お
問
い
合
わ
せ

〇
自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
遠

　

軽
地
域
事
務
所

　

℡
０
１
５
８
・
42
・
６
６
１
６

〇
役
場 

町
民
課 

住
民
活
動
係

　

℡
２
・
１
２
１
３

〇
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

　

現
在
の
運
輸
支
局
の
登
録
に
基

　

づ
い
て
課
税
さ
れ
る
道
税
で
す
。

　

平
成
21
年
６
月
１
日
の
納
入
期

　

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

〇
納
税
通
知
書
は
、
５
月
７
日
に

　

発
送
し
ま
す
が
、
住
所
を
変
更

　

さ
れ
た
方
や
納
税
通
知
書
が
届

　

か
な
い
方
は
、
北
見
道
税
事
務

　

所
自
動
車
税
係
ま
で
ご
連
絡
く

　

だ
さ
い
。

〇
平
成
21
年
度
の
自
動
車
税
納
税

　

通
知
書
（
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字

　

さ
れ
て
い
る
も
の
）
は
、
従
来

　

の
金
融
機
関
の
ほ
か
、
指
定
の

　

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
か
ら

　

納
税
す
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。

　

平
日
や
日
中
、
お
仕
事
な
ど
で

　

納
税
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
方

　

は
、
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

〇
事
情
が
あ
っ
て
「
納
期
限
ま
で

　

に
納
め
ら
れ
な
い
」ま
た
は
、「
一

　

度
に
納
め
ら
れ
な
い
」
な
ど
の

６
月
１
日
は
、
自
動
車

税
の
納
入
期
限
で
す

〇
地
域
間
の
税
収
偏
在
を
是
正
す

　

る
た
め
、
平
成
20
年
10
月
１
日

　

以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か

　

ら
、
法
人
事
業
税
の
一
部
を
分

　

離
し
、「
地
方
法
人
特
別
税
」・「
地

　

方
法
人
特
別
譲
与
税
」
が
創
設

　

さ
れ
ま
し
た
。

「
地
方
法
人
特
別
税
」

ス
タ
ー
ト
で
「
法
人
事

業
税
」
が
変
わ
り
ま
す

　

納
税
の
相
談
や
、
自
動
車
税
に

　

つ
い
て
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま

　

し
た
ら
、
北
見
道
税
事
務
所
納

　

税
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
ご
連
絡
・
お
問
い
合
わ
せ

◇
網
走
支
庁
北
見
道
税
事
務
所　

　

納
税
課　
（
北
見
市
青
葉
町
６
番

　

６
号
）
℡
０
１
５
７
・
25
・
８

　

６
８
１

〇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
ご
利
用
く
だ

　

さ
い

道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://　

w
w
w
.pref.hokkaido.

lg.jp/sm
/zim

網
走
支
庁
税
務
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.ab
ash
iri.p

ref.

hokkaido.lg.jp/ts/zim

　

大
規
模
な
土
地
取
引
の
契
約
を

し
た
時
は
、
契
約
を
し
た
日
か
ら

２
週
間
以
内
に
市
町
村
へ
届
け
出

る
事
が
国
土
利
用
計
画
法
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

佐
呂
間
町
内
の
土
地
の
場
合
、

農
地
以
外
の
土
地
規
模
が
１
万
㎡

以
上
の
取
引
を
行
っ
た
後
、
届
け

出
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
提
出
す
る
書
類

〇
届
出
書

〇
土
地
取
引
に
係
る
契
約
書
の
写

　

し
ま
た
は
契
約
書
の
写
し
に
代

　

わ
る
書
類

〇
土
地
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た

　

縮
尺
５
万
分
の
１
以
上
の
地
形

　

図
〇
土
地
お
よ
び
そ
の
付
近
の
状
況

　

を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
５
千
分

　

の
１
以
上
の
図
面

〇
土
地
の
形
状
を
明
ら
か
に
し
た

　

図
面

〇
そ
の
他
の
書
類

　

詳
し
く
は
、
役
場
企
画
財
政
課

計
画
係
（
℡
２
・
１
２
１
４
）
ま

た
は
網
走
支
庁
地
域
振
興
部
地

域
政
策
課
（
℡
０
１
５
２
・
41
・

大
規
模
な
土
地
取
引
に

は
届
出
が
必
要
で
す

０
７
６
２
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

〇
10
月
１
日
か
ら
事
業
年
度
の
開

　

始
し
た
法
人
は
、
平
成
21
年
５

　

月
末
が
初
め
て
の
法
人
事
業
税

　

の
中
間
申
告
期
限
と
な
り
ま
す

　

が
、
次
の
点
に
留
意
し
て
く
だ

　

さ
い
。

◇
中
間
申
告
で
予
定
申
告
を
選
択

　

す
る
場
合
（
地
方
法
人
特
別
税

　

導
入
後
の
初
年
度
）

①
法
人
事
業
税
の
予
定
申
告
額
の

　

計
算

　
「
前
事
業
年
度
の
税
額
」
÷
「
前

　

事
業
年
度
の
月
数
」
×
３
．
３

②
地
方
法
人
特
別
税
の
予
定
申
告

　

額
の
計
算

　
「
前
事
業
年
度
の
法
人
事
業
税
額
」

　

÷
「
前
事
業
年
度
の
月
数
」
×
２
．

　

７
■
ご
連
絡
・
お
問
い
合
わ
せ

◇
網
走
支
庁
北
見
道
税
事
務
所
課

　

税
課
事
業
税
間
税
係　
（
北
見
市

　

青
葉
町
６
番
６
号
）

　

℡
０
１
５
７
・
25
・
８
６
８
１

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
ご
利
用
く
だ

　

さ
い

道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.p
ref.h

okkaid
o.

lg.jp/sm
/zim

網
走
支
庁
税
務
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.ab
ash
iri.p

ref.

hokkaido.lg.jp/ts/zim


